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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テンプルアームを少なくとも１つのフレーム部に脱離可能に連結するための眼鏡ヒンジ
アセンブリであって、前記テンプルアームが、開放ポジションと閉鎖ポジションとの間に
おける通常の利用の範囲で枢動可能に移動可能である、前記眼鏡ヒンジアセンブリにおい
て、
　前記眼鏡ヒンジアセンブリが、
　　旋回軸シャフトを備えている第１のヒンジメンバーと、
　　前記第１のヒンジメンバーの前記旋回軸シャフトを中心とする第２のヒンジメンバー
の回転を許容するように構成されている少なくとも１つの係止部材であって、直線区間と
末端とをそれぞれ有している前記少なくとも１つの係止部材を備えている前記第２のヒン
ジメンバーと、
　を備えており、
　前記旋回軸シャフトが、前記少なくとも１つの係止部材が前記旋回軸シャフトに対して
所定の向きに方向づけられている場合に、前記旋回軸シャフトが前記少なくとも１つの係
止部材それぞれの前記末端と前記直線区間との間において移動することによって、前記少
なくとも１つの係止部材と前記旋回軸シャフトとの係合及び／又は係合解除を容易にする
ように位置決めされている、トランケーション又はノッチを備えており、
　前記所定の向きが、前記通常の利用の範囲に対して、前記閉鎖ポジションにおける前記
少なくとも１つの係止部材と前記旋回軸シャフトとの相対的な向きを超えるように、前記
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トランケ―ション又は前記ノッチが位置決めされていると共に前記少なくとも１つの係止
部材が構成されており、
　前記少なくとも１つの係止部材と前記旋回軸シャフトとの前記所定の向きに方向づける
ことによって、前記テンプルアームと前記少なくとも1つのフレーム部との係合及び/又は
係合解除をするために、前記テンプルアームの中間区画が、前記閉鎖ポジションに位置す
る場合に、前記テンプルアームの向きに対して相対的に前記少なくとも１つのフレーム部
に向かって曲げられる必要があり、
　前記所定の向きにおいて、前記旋回軸シャフトを前記直線区間に対して平行とされる方
向に移動させることによって、前記旋回軸シャフトと前記少なくとも１つの係止部材とが
、完全係合ポジションと完全脱離ポジションとの間において移動する、眼鏡ヒンジアセン
ブリ。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのフレーム部が、脱離可能に連結した上部フレーム部及び下部フレ
ーム部を含む、請求項１に記載の眼鏡ヒンジアセンブリ。
【請求項３】
　前記上部フレーム部が、前記旋回軸シャフトを含む、請求項２に記載の眼鏡ヒンジアセ
ンブリ。
【請求項４】
　前記上部フレーム部及び前記下部フレーム部が、前記旋回軸シャフトと旋回軸シャフト
受領部分とを備えているオス摩擦嵌合部分及びメス摩擦嵌合部分を介して、脱離可能に連
結されている、請求項２に記載の眼鏡ヒンジアセンブリ。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの係止部材と前記旋回軸シャフトとが前記所定の向きに方向づけら
れている場合に、前記少なくとも１つの係止部材が、前記旋回軸シャフトに対して係合及
び/又は係合解除されるように構成されている、請求項１～４のいずれか一項に記載の眼
鏡ヒンジアセンブリ。
【請求項６】
　前記第２のヒンジメンバーが、回転制限部分を含む、請求項１～５のいずれか一項に記
載の眼鏡ヒンジアセンブリ。
【請求項７】
　前記眼鏡ヒンジアセンブリが、完全な前記開放ポジションにて、前記テンプルアームを
偏向するために、第１の偏向手段を含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の眼鏡ヒン
ジアセンブリ。
【請求項８】
　前記眼鏡ヒンジアセンブリが、完全な前記閉鎖ポジションにて、前記テンプルアームを
偏向するために、第２の偏向手段を含む、請求項１～７のいずれか一項に記載の眼鏡ヒン
ジアセンブリ。
【請求項９】
　前記旋回軸シャフトが、上方突起部分と下方突起部分を含む、請求項１～８のいずれか
一項に記載の眼鏡ヒンジアセンブリ。
【請求項１０】
　前記第２のヒンジメンバーが、前記旋回軸シャフトの上方突起部分及び下方突起部分そ
れぞれと協働するように構成されている、上部係止部材及び下部係止部材を備えている、
請求項９に記載の眼鏡ヒンジアセンブリ。
【請求項１１】
　２つのテンプルアームと少なくとも１つのフレーム部とを有している眼鏡において、
　前記テンプルアームそれぞれが、前記少なくとも１つのフレーム部に回動可能に連結さ
れており、完全な開放ポジションと閉鎖ポジションとの間において回動可能に移動可能と
され、
　前記テンプルアームそれぞれが、請求項１～１０のいずれか一項に記載の眼鏡ヒンジア
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センブリを介して、前記少なくとも１つのフレーム部に脱離可能に連結されている、眼鏡
。
【請求項１２】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の眼鏡ヒンジアセンブリで使用されるように構成
されている眼鏡テンプルアームであって、
　前記眼鏡テンプルアームが、伸長した主要部及び前記主要部の一端に位置する少なくと
も１つの係止部材であって、直線区間と末端とを有している前記少なくとも１つの係止部
材を備えており、
　前記少なくとも１つの係止部材が、少なくとも１つのフレーム部の旋回軸シャフトを中
心とする前記テンプルアームの回転を許容するように構成されており、
　前記少なくとも１つの係止部材が、前記少なくとも１つの係止部材が前記旋回軸シャフ
トに対して所定の向きに方向づけられている場合に、前記旋回軸シャフトが前記少なくと
も１つの係止部材それぞれの前記末端と前記直線区間との間において移動することによっ
て、前記旋回軸シャフトに対して係合及び／又は係合解除されるように構成されており、
　前記所定の向きが、通常の利用の範囲に対して、閉鎖ポジションにおける前記少なくと
も１つの係止部材と前記旋回軸シャフトとの相対的な向きを超えるように、前記少なくと
も１つの係止部材が構成されており、
　前記少なくとも１つの係止部材と前記旋回軸シャフトとの前記所定の向きに方向づける
ことによって、前記テンプルアームと前記少なくとも1つのフレーム部との係合及び/又は
係合解除をするために、前記テンプルアームの中間区画が、前記閉鎖ポジションに位置す
る場合に、前記テンプルアームの向きに対して相対的に前記少なくとも１つのフレーム部
に向かって曲げられる必要があり、
　前記所定の向きにおいて、前記旋回軸シャフトを前記直線区間に対して平行とされる方
向に移動させることによって、前記旋回軸シャフトと前記少なくとも１つの係止部材とが
、完全係合ポジションと完全脱離ポジションとの間において移動する、眼鏡テンプルアー
ム。
【請求項１３】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の眼鏡ヒンジアセンブリで使用されるように構成
されている１つ以上の眼鏡フレーム部において、
　前記眼鏡フレーム部が、旋回軸シャフトを備えており、前記旋回軸シャフトが、前記旋
回軸シャフトに対する前記少なくとも１つの係止部材の所定の向きに沿って前記旋回軸シ
ャフトが前記少なくとも１つの係止部材それぞれの前記末端と前記直線区間との間におい
て移動することによって、、前記少なくとも１つの係止部材と前記旋回軸シャフトとの係
合及び／又は係合解除を簡単にするように位置決めされているトランケーション又はノッ
チを備えており、
　前記所定の向きが、通常の利用の範囲に対して、閉鎖ポジションにおける前記少なくと
も１つの係止部材と前記旋回軸シャフトとの相対的な向きを超えるように、前記トランケ
―ション又は前記ノッチが位置決めされており、
　前記少なくとも１つの係止部材と前記旋回軸シャフトとの前記所定の向きに方向づける
ことによって、前記テンプルアームと少なくとも1つのフレーム部との係合及び/又は係合
解除をするために、前記テンプルアームの中間区画が、前記閉鎖ポジションに位置する場
合に、前記テンプルアームの向きに対して相対的に前記少なくとも１つのフレーム部に向
かって曲げられる必要があり、
　前記所定の向きにおいて、前記旋回軸シャフトを前記直線区間に対して平行とされる方
向に移動させることによって、前記旋回軸シャフトと前記少なくとも１つの係止部材とが
、完全係合ポジションと完全脱離ポジションとの間において移動する、１つ以上の眼鏡フ
レーム部。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、眼鏡ヒンジアセンブリに関する。よりとりわけ、本発明は、テンプルアーム
を眼鏡フレームに脱離可能に接続するためのヒンジに関する。
【背景技術】
【０００２】
　多数の世界の人々が、幾つかの形態で、眼鏡を装着する。語句「眼鏡」は一般的に、視
力矯正のための眼鏡、太陽光保護のためのサングラス及び眼保護のための安全グラスを含
むが限定はされない、レンズが眼の前に装着されるデバイスを意味する。
【０００３】
　眼鏡は一般的に、光学的に透明なレンズを装着し、それらを装着者の眼の前に適切に配
置させるためのフレームを含む。眼鏡のフレームは一般的に、少なくとも幾つかの以下の
構成要素、レンズが接続するリム、装着者の耳の上に位置するアーム又はテンプル、２つ
のレンズ（又はそれらのリム）を一体に連結するブリッジを含む。フレームの一部、いつ
もではないが典型的にはブリッジが、装着者の鼻の上に静置するように適合する。
【０００４】
　眼鏡は、純粋な機能的アイテムから、ファッションアクセサリーへと、時がたつにつれ
て発展してきた。眼鏡のスタイルはしたがって、その形状、サイズ及び色に関して発展し
てきた。最近では、人々はしばしば、異なる状況での使用に合わせるため、異なる衣装を
補完するため、又は、単に、趣向を変えるために、２対以上の眼鏡をもつことを望む。し
かしながら、眼鏡が高額であることから、多くの人々にとって実用的な選択肢にならない
。
【０００５】
　眼鏡のスタイルを比較的安価に変更可能な１つの方法は、取り替え可能な部分を利用す
ることである。例えば、特許文献１は、使用者によって変更可能である、脱離可能なテン
プルアームを持つ眼鏡を記述している。この明細書にて開示されたテンプルは、レンズコ
ネクター上のピン周辺で回転可能な凹部を含む。特許文献２は、特許文献１と同様の眼鏡
を開示している。テンプルアームは、テンプルアームと平行、又はテンプルアームに対し
て４５°より小さな方向でのテンプルアームの相対運動に際して、レンズコネクター上の
ピンから脱離可能である。テンプルアームは、適切な方向に力が印加されるという条件で
、テンプルアームが任意の構成である時に、眼鏡の残りの部分より脱離可能である。これ
らの明細書両方において、レンズコネクターのピンは、（テンプルアームに連結するため
に）凹部内に挿入され、（テンプルアームを取り外すために）凹部から除去されるように
変形する必要がある。このことにより、テンプルアームを連結すること、及び取り外すこ
とが、骨の折れるタスクとなり、ピンを変形させる必要性は、破損しやすいことを意味す
る。それでも、任意の構成である時にテンプルアームを分離する能力は、突発的な分離を
もたらし得る。
【０００６】
　他の先行技術テンプル交換システムにおいて、テンプルアームは、あまりにも簡単に脱
離されるようになり得、これは明らかに望まれないことである。
【０００７】
　特許文献４は、例えば長距離及び短距離視力のため、又は太陽の光からの保護のため、
状況の必要性にしたがって、レンズの型を変えるための、取り替え可能レンズを持つ眼鏡
を記述している。レンズはまた、異なる色又はスタイルの眼鏡フレーム部分と一緒に使用
して良い。
【０００８】
　特許文献４は、レンズを簡単に取り外し可能とするために、脱離可能テンプルアームと
、テンプルアームとの連結点に当接したフレーム中のスリットを有する眼鏡を開示してい
る。スリットは、それぞれが、テンプルアームの回転を可能にするために、テンプルアー
ムの係止部分と係合するように旋回軸ピンを持つ、フレームの２つの部分間で形成される
。テンプルアームは、旋回軸ピンが、テンプルアーム中のスロットにそってスライドし、
開口部を通して通過可能であるように、フレームに対するテンプルアームの移動に際して
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、フレームから脱離可能である。閉鎖又はたたまれた構成において、テンプルアームは、
フレームより非常に簡単に脱離可能であり、望まれない可能性がある。
【０００９】
　他の公知の眼鏡は、小さなネジによってフレームに取り付けられたテンプルアームを有
する。これらは、緩くなり、小さなスクリュードライバーで締める必要がある傾向にある
。ネジの必要性は、製造工程に追加の構成要素と複雑さを加える。
【００１０】
　これらの先行技術システムは、眼鏡のスタイル及び色を変化させる能力を提供するが、
しかし可能なカスタマイズの程度は制限される。例えば、ブリッジ及びテンプルアームを
変化させる能力により、眼鏡のスタイルを、それらの部分のスタイルの変化によって許容
される範囲まで変化させることのみが許容される。
【００１１】
　さらに、取り替え可能部分をもつ先行技術眼鏡システムは、長期間の使用のためにデザ
インされた製品に対して望まれるものよりも、弱く、よりもろいことがわかってきた。こ
のことはとりわけ、テンプルアームがフレーム又はレンズに対して枢動可能に連結する場
合のような、取り替え可能部分の連結にて当てはまる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第２００６／０１３９５６７号明細書
【特許文献２】米国特許第７０２９１１５号明細書
【特許文献３】国際公開第９５／１３５５８号
【特許文献４】米国特許第７７１２８９４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、改善された眼鏡ヒンジアセンブリ又はその構成要素を提供することで
ある。
【００１４】
　あるいは、先行技術での上述した問題の少なくともいくつかを克服することが、目的で
ある。
【００１５】
　あるいは、有用な選択を公衆に少なくとも提供することが、本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　一般及び非限定語句において、本発明は、１つ以上のフレーム部分から構成され得る眼
鏡フレームに、テンプルアームを連結するためのヒンジに関する。テンプルアーム及びフ
レームを含む眼鏡の部分は、眼鏡の色、形状及びスタイルをすぐに、そして簡単に変更可
能なように、取り替え可能である。テンプルアームは、しっかりとフレームに連結される
が、それはテンプルアームが取り替えのために簡単に分離可能である方法で、である。テ
ンプルアームは、簡単に分離可能なように、正常方向を越えて、変形、湾曲又は移動され
る必要がある。
【００１７】
　本発明の第１の態様にしたがって、少なくとも１つのフレーム部に脱離可能に連結した
テンプルアームを含む、眼鏡ヒンジアセンブリが提供され、前記テンプルアームは、開放
及び閉鎖ポジションの間で枢動可能に移動可能であり、少なくとも１つのフレーム部から
テンプルアームを取り外すために、前記テンプルアームが閉鎖ポジションである時に、少
なくとも１つのフレーム部分に向かって変形可能である。
【００１８】
　好ましい実施形態において、テンプルアームは、閉鎖ポジションである時に、少なくと
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も１つのフレームから脱離可能ではなく、テンプルアームは、フレーム部に向かって閉鎖
ポジションにて変形した時に、少なくとも１つのフレーム部から脱離可能である。
【００１９】
　好ましくは、少なくとも１つのフレーム部は、脱離可能に連結した上部及び下部フレー
ム部を含む。
【００２０】
　好ましくは、眼鏡アセンブリは、第１のヒンジメンバー及び第２のヒンジメンバーを含
む。
【００２１】
　好ましくは、第１のヒンジメンバーは旋回軸シャフトを含む。
【００２２】
　好ましくは、第２のヒンジメンバーは、旋回手段を含む。より好ましくは、旋回手段は
、第１のヒンジメンバーの旋回軸シャフトの周辺での、第２のヒンジメンバーの回転を許
容するように適合する、少なくとも１つの係止部材を含む。
【００２３】
　好ましくは、係止部材の程度は、係止部材が、少なくとも１つのフレーム部に向かった
テンプルアームの変形に際して、旋回軸シャフトからはずされるのみでありうるようであ
る。
【００２４】
　好ましくは、旋回軸シャフトは、第１のヒンジメンバーに対して第２のヒンジメンバー
の所定の方向にそって、旋回軸シャフトと少なくとも１つの係止部材の係合及び／又は脱
離を簡単にするために位置決めされたトランケーション又はノッチを含む。
【００２５】
　より好ましくは、ノッチは、第２のヒンジメンバーが、第１のヒンジメンバーとの係合
接触となる時に、第１の係止部材の末端を受領するように、旋回軸シャフトの側に位置決
めされる。
【００２６】
　より好ましくは、トランケーション又はノッチは、所定の方向を達成するために、テン
プルアームが、第２のヒンジメンバーに対して、少なくとも１つのフレーム部に向かって
変形される必要があるように、第１のヒンジメンバーに対して第２のヒンジメンバーの所
定の方向を定義するために位置決めされる。前記所定の方向において、係止部材の末端は
、テンプルアームと少なくとも１つのフレーム部を係合する／脱離させるためにトランケ
ーション又はノッチを通過してスライドするように位置決めされる。
【００２７】
　好ましくは、第２のヒンジメンバーは、回転を制限する部分を含む。より好ましくは、
第２のヒンジメンバーの回転を制限する部分は、テンプルアームの回転を制限し、完全な
開放ポジションを定義するために、第１のヒンジメンバーの表面に当接するように適合さ
れる。
【００２８】
　好ましくは、眼鏡ヒンジアセンブリは、完全な開放ポジションにて、テンプルアームを
偏向させるための第１の偏向手段を含む。
【００２９】
　好ましくは、眼鏡ヒンジアセンブリは、完全な閉鎖ポジションにて、テンプルアームを
偏向させるための第２の偏向手段を含む。
【００３０】
　好ましくは、第１のヒンジメンバーは、少なくとも１つのノッチを含み、第２のヒンジ
メンバーは、突起を含み、ノッチは、完全な開放及び／又は閉鎖ポジションにて、テンプ
ルアームを偏向させるために、突起と協働するように適合される。
【００３１】
　他の実施形態において、第１のヒンジメンバーは、少なくとも１つの突起を含み、第２
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のヒンジメンバーは、ノッチを含み、ノッチは、完全な開放及び／又は閉鎖ポジションに
て、テンプルアームを偏向させるために、突起と協働するように適合される。
【００３２】
　本発明は、脱離可能に連結する２つのヒンジメンバーを含む眼鏡に対するヒンジアセン
ブリに関係する。本発明が、どの眼鏡構成要素が、どのヒンジアセンブリの協働特徴を含
むかに依存しないことが当業者によって理解されるであろう。例えば、テンプルアーム又
は少なくとも１つのフレーム部は、旋回軸シャフトを含んで良く、他が、協働旋回手段を
含んで良い。
【００３３】
　好ましくは、少なくとも１つのフレーム部に、第１のヒンジメンバーが含まれ、テンプ
ルアームに第２のヒンジメンバーが含まれる。
【００３４】
　他の実施形態において、少なくとも１つのフレーム部に、第２のヒンジメンバーが含ま
れ、テンプルアームに第１のヒンジメンバーが含まれる。
【００３５】
　好ましくは、旋回軸シャフトは、上方突起部分及び下方突起部分を含む。
【００３６】
　好ましくは、旋回軸シャフトの上方突起部分及び下方突起部分は、単一構造物である。
【００３７】
　好ましくは、上部フレーム部は、旋回軸シャフトを含む。
【００３８】
　好ましくは、下部フレーム部は、上部及び下部フレーム部が連結する時に、旋回軸シャ
フトが、旋回軸シャフト受領部分から下方に伸長するように、旋回軸シャフトの下方突起
部分を受領するように適合した旋回軸シャフト受領部分を含む。
【００３９】
　好ましくは、上部及び下部フレーム部は、協働オス及びメス部分によって脱離可能に連
結する。より好ましくは、協働オス及びメス部分は、旋回軸シャフトと旋回軸シャフト受
領部分を含んで良い。
【００４０】
　好ましくは、第２のヒンジメンバーは、それぞれ旋回軸シャフトの上方突起部分と下方
突起部分と協働するように適合した、上部及び下部の係止部材を含む。
【００４１】
　本発明の第２の様態にしたがって、それぞれが少なくとも１つのフレーム部に枢動可能
に連結し、完全な開放及び閉鎖ポジション間で移動可能な、２つのテンプルアームを有す
る一対の眼鏡が提供され、各テンプルアームは、各テンプルアームの部分が、完全な開放
又は閉鎖ポジションにて、テンプルアームの方向を越えた方向に押し進められる時に、少
なくとも１つのフレーム部からスライド可能に脱離可能である。
【００４２】
　本発明の第三様態にしたがって、テンプルアームが、開放及び閉鎖ポジション間で枢動
可能に移動可能であるように、少なくとも１つのフレーム部にテンプルアームを連結して
いる眼鏡ヒンジアセンブリが提供され、眼鏡ヒンジアセンブリは、第１のヒンジメンバー
と第２のヒンジメンバーを含み、第１のヒンジメンバーは、少なくとも１つのノッチを含
み、第２のヒンジメンバーは、少なくとも１つの突起を含み、ノッチは、開放及び／又は
閉鎖ポジションにて、テンプルアームを偏向するために、突起と協働するように適合され
る。
【００４３】
　本発明の第四様態にしたがって、本発明の第１の及び／又は第三様態にしたがった眼鏡
ヒンジアセンブリ中で使用されるように適合した眼鏡テンプルアームが提供される。
【００４４】
　本発明の第五様態にしたがって、本発明の第１の及び／第三様態にしたがった眼鏡ヒン
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ジアセンブリ中で使用されるように適合した１つ以上の眼鏡フレーム部が提供される。
【００４５】
　すべてのその新規様態として考慮されるべきである、本発明のさらなる様態が、本発明
の実際の適用の少なくとも１つの例を提供する以下の記述を読むことにおいて、当業者に
理解されるようになるであろう。

【００４６】
　本発明の１つ以上の実施形態が、以下の図面を参照して、例示によってのみ、そして制
限する意図はなく、以下で記述されている。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の実施形態にしたがった眼鏡アセンブリの等角図である。
【図２】本発明の実施形態にしたがった眼鏡ヒンジアセンブリの等角図である。
【図３】図２にて図解した第１のヒンジメンバーの１つの末端の平面図である。
【図４】図２にて図解した第２のヒンジメンバーの１つの末端の断面平面図である。
【図５】本発明の実施形態にしたがった、第１のヒンジメンバーの１つの末端の平面図で
ある。
【図６】本発明の１つの実施形態にしたがったフレームの拡大等角図である。
【図７】本発明の他の実施形態にしたがった眼鏡ヒンジアセンブリの部分の等角図である
。
【図８】図７にて図解した第１のヒンジメンバーの等角図である。
【図９】図７にて図解した第２のヒンジメンバーの上部の等角図である。
【図１０】図７にて図解した第２のヒンジメンバーの下部の等角図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　図１は、本発明の実施形態における眼鏡アセンブリ１０の等角図である。アセンブリ１
０は、フレーム１１及びテンプルアーム１２、１３（図１にて開放構成中で示している）
を含む。フレーム１１は、眼レンズを受領するように適合したレンズ受領部分を含む。
【００４９】
　テンプルアーム１２、１３は、ヒンジアセンブリ又はヒンジ連結部１４、１５の手段に
よって、フレーム１１に枢動可能に連結する。ヒンジ連結部１４、１５は、フレーム１１
に対するテンプルアーム１２、１３の回転運動を許容する。図１にて、テンプルアーム１
２、１３は、眼鏡アセンブリを装着者の顔の上に配置可能である、開放又は展開ポジショ
ンで示されている。テンプルアームは、例えば眼鏡を保管するために、閉じられるか、又
は折り畳まれても良い。テンプルアーム１２、１３の移動の極限が、完全な開放及び閉鎖
ポジションである。完全な開放及び閉鎖ポジションは、移動リミッターを通して定義され
て良い。例えば、幾つかの実施形態において、テンプルアームは、フレーム１１と接触す
るようになる程度まで閉じられ、完全な閉鎖ポジションを定義する。他の実施形態におい
て、ヒンジ連結部１４、１５は、完全な開放及び／又は閉鎖ポジションを定義するために
、回転制限部分を含み、その例が以下でさらに記述される。
【００５０】
　テンプルアーム１２、１３は、フレーム１１に脱離可能に連結する。テンプルアームが
脱離可能であることにより、それらを、他のテンプルアームと取り替えることが可能であ
り、それによって、眼鏡のスタイル、色及び／又は形状を、使用者の要求に適合するよう
に改変可能である。フレーム１１又はその部分をまた、同様の構成要素で取り替えても良
い。
【００５１】
　図１にて示した実施形態において、テンプルアーム１２、１３は、通常の使用において
は、すなわち、過剰で、おそらく損傷を与える力なしには、分離するのが難しく、したが
って通常の使用の間は、しっかりと連結される。閉鎖ポジションである場合、各テンプル
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アームは、フレーム１１の方向で各アームを変形させること又は曲げることによって、フ
レーム１１から分離して良い。より一般的に、閉鎖ポジション中のその本来の方向を越え
て、テンプルアームを動かすことによって、分離させることが可能でありうる。そのよう
な方法でテンプルアームを曲げることによって、以下でより詳細に記述するように、ヒン
ジアセンブリの部品が再配置され、それによってテンプルアーム及びフレームが比較的簡
単にスライドして別々になることが可能である。一対の眼鏡の通常の利用の間、テンプル
アームは、そのような変形可能性はなく、したがって、テンプルアームは、通常の利用の
間、離れる可能性はない。
【００５２】
　図１にて示した好ましい実施形態において、フレーム１１は上部フレーム部分１６と下
部フレーム部分１７を含む。上部フレーム部分１６は、下部フレーム部分１７に脱離可能
に連結する。１つの実施形態において、上部及び下部フレーム部分は、協動オス及びメス
摩擦嵌合部分の手段によって連結される。他の実施形態において、上部及び下部フレーム
部分を脱離可能に連結する他の手段を使用し、本発明はそれに制限されないことが理解さ
れるであろう。上部及び下部フレーム部分は、好ましくは脱離可能に連結し、それによっ
てそれらを分離するために合理的な力が必要であり、すなわち利用者は、それらを引き離
すことが可能であるが、通常の利用の間は意図せずに分離されない。
【００５３】
　他の実施形態において、フレーム１１は、単一構造であって良く、又はフレーム部の他
の構成からなって良い。
【００５４】
　任意の好適な物質を、本発明にしたがった眼鏡ヒンジアセンブリの構成部分を形成する
ために使用して良い。図２～図６は、示された構成要素を形成するためにプラスチック物
質を使用した本発明の１つの実施形態を図示している。
【００５５】
　図２は、本発明の実施形態にしたがった、眼鏡ヒンジアセンブリ２０の等角図である。
ヒンジアセンブリ２０は、第１のヒンジメンバー２１と、第２のヒンジメンバー２２を含
み、ヒンジメンバーは、枢動可能に協働するように適合される。図２にて示した好ましい
実施形態において、眼鏡の１つ以上のフレーム部は、第１のヒンジメンバー２１を含み、
眼鏡のテンプルアームは第２のヒンジメンバー２２を含む。しかしながら、他の実施形態
において、眼鏡の１つ以上のフレーム部は、第２のヒンジメンバー２２を含み、テンプル
アームは第１のヒンジメンバー２１を含む。本発明は、ヒンジアセンブリに関連するので
、どの眼鏡構成要素が、どのヒンジアセンブリの協働構造を含むかに依存しない。
【００５６】
　図２の好ましい実施形態において、１つ以上のフレーム部は、眼鏡の正面を作りあげ、
テンプルアームの部分は、正面を含まない。これは、幾つかの場合で好ましい可能性があ
る。しかしながら、特定の環境で、テンプルアームの１つの末端が、眼鏡の正面の部分を
含むことが望ましい可能性がある。これらの環境において、眼鏡の１つ以上のフレーム部
は、第２のヒンジメンバー２２を含んで良く、テンプルアームは第１のヒンジメンバー２
１を含んで良い。
【００５７】
　本発明の原理が、多数の方法で実施されて良いことが、当業者によって理解されるであ
ろう。本明細書で記述した実施形態は、本発明を制限していない。例えば、図解した実施
形態の種々の様態を変更することによって、眼鏡の異なるスタイル、形状及び構成を提供
可能である。
【００５８】
［第１のヒンジメンバー］
　第１のヒンジメンバー２１は、図２と、図２にて図解した第１のヒンジメンバーの１つ
の末端の平面図である図３を参照してここで記述される。示された末端は、第２のヒンジ
メンバーと協働する末端である。
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【００５９】
　第１のヒンジメンバー２１は、旋回軸シャフト２３を含む。旋回軸シャフト２３は、第
１のヒンジメンバー２１の１つの末端から伸長しているリム２４から、それぞれ上方及び
下方に伸長する、上方及び下方伸長部分を含む。旋回軸シャフト２３は、リム２４に関し
て中心に位置する。（以下で記述する）第２のヒンジメンバーの係止部材が、旋回軸シャ
フトと係合することを許し、第１のヒンジメンバーに対して第２のヒンジメンバーの回転
を許容するために、旋回軸シャフト２３と、第１のヒンジメンバー２１からのリム２４の
伸長によって定義された回転壁部分２５との間には十分な幅がある。
【００６０】
　旋回軸シャフトは、図２及び図３で示した旋回軸シャフト２３の上方伸長部分中のノッ
チ２６のような少なくとも１つのノッチ又はスカラップを含んで良い。同様の大きさ及び
配置のノッチがまた、下方伸長部分にて提供される。ノッチ２６は、円弧の形状を持つ。
図３にて示した実施形態の場合、円は、旋回軸シャフト２３の半径よりもわずかに大きな
半径を持つ。他の実施形態は、異なるサイズ及び形状のノッチを含んで良い。
【００６１】
　ノッチ２６は、回転壁部分２５に面した旋回軸シャフト２３の表面上に位置する。ノッ
チ２６は、それにそって旋回軸シャフト２３の幅が、他の方向においてよりも狭い方向を
定義する。これにより、第２のヒンジメンバーがこの方向にそって移動する時に、第２の
ヒンジメンバーが、第１のヒンジメンバーと係合される。ノッチの実際の位置は、第２の
ヒンジメンバーが、第１のヒンジメンバーからの係合の外にスライドするために必要な方
向に応じて、したがって、それによってテンプルアーム及びフレーム部をはずすことが可
能な簡便さに応じて変化して良い。図３にて示した実施形態において、ノッチ２６を定義
している弧の末端間で引いた線は、第１のヒンジメンバー２１の直線エッジ３１に平行な
線で、５８°の角を定義する。
【００６２】
　第１のヒンジメンバー２１は、少なくとも１つのノッチ、例えばリム２４の外側エッジ
中のノッチ２７及び２８を含む。ノッチ２７及び２８は、以下で記述するように、第２の
ヒンジメンバー上の突起とともに協働するように適合する。ノッチ２７と２８は好ましく
はＶ型であるが、しかし他の実施形態では異なって成形されて良い。ノッチは、ノッチの
外に第２のヒンジメンバーの突起を動かすのに少量の力が必要なように、十分に浅い。
【００６３】
　第１のヒンジメンバー２１は、テンプルアームが完全に開放ポジションである時に、第
２のヒンジメンバーの回転制限部分に当接するように適合した表面又は壁部分２９を含む
。壁部分２９に最も近い回転壁部部分２５の末端はまた、その回転を制限するために、第
２のヒンジメンバーの一部に当接して良い。
【００６４】
［第２のヒンジメンバー］
　第２のヒンジメンバー２２は、図２と、図２中で図解した第２のヒンジメンバーの１つ
の末端の断面平面図である図４を参照して、本明細書で記述される。示された末端は、第
１のヒンジメンバーと協働する末端である。
【００６５】
　第２のヒンジメンバー２２は、第１のヒンジメンバーの旋回軸シャフトに関して旋回す
るように適合した旋回手段である。例えば、第２のヒンジメンバー２２は少なくとも１つ
の係止部材４１を含む。示した実施形態は、それぞれ、旋回軸シャフトの上方及び下方突
起部分と協働する、上部及び下部の係止部材を含む。上部及び下部の係止部材間にて、第
１のヒンジメンバー２１のリム２４を受領するように適合したチャネルが定義され、係止
部材間のその回転を許可する。
【００６６】
　係止部材４１は、旋回軸シャフト２３と協働するように適合し、第１のヒンジメンバー
の旋回軸シャフト周辺で、第２のヒンジメンバーの回転を許容する厚さを持つ。係止部材
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４１の内部で定義された部分円の半径は、本質的に旋回軸シャフト２３の半径と同様であ
る。好ましい実施形態において、係止部材４１内部で定義された部分円の半径は、テンプ
ルアームが過剰に緩くならないように、第１の及び第２のヒンジメンバーが、合理的な量
の摩擦で、互いに対して回転するために、旋回軸シャフト２３の半径よりもわずかに小さ
い。当業者は、相対的寸法が、要求を満足させるために変化可能であることを理解するで
あろう。
【００６７】
　係止部材４１は、バンプ４２中で終了する直線区画４３を含む。図４で示した実施形態
において、直線区画４３は、第２のヒンジメンバーの縦軸に関して１８°の角度を定義す
る。この角度は、以下で記述するように、他の実施形態で変化して良い。
【００６８】
　第２のヒンジメンバー２２は、第１の及び第２のヒンジメンバー間の可能性のある回転
の程度を制限するための回転制限部分を含む。好ましい実施形態において、回転制限部分
は、フレームに対して、テンプルアームの完全な開放ポジションを定義する。そのような
実施形態において、完全に閉鎖したポジションは一般的に、テンプルアームのフレームと
の接触によって定義される。他の実施形態は、完全に閉鎖したポジションを定義する、さ
らなる回転制限部分を含んで良い。図４で示した実施形態において、上部及び下部の係止
部材間に位置する舌部４６は、テンプルアームの回転を制限するために、開放ポジション
にて、第１のヒンジメンバー２１の壁部分２９に当接するように適合する、側面４７中に
末端を持つ。さらに、係止部材４１の後部で、平面側面を定義するショルダー４４が提供
される。完全な開放ポジションにおいて、ショルダー４４は、テンプルアームの回転を制
限するために、第１のヒンジメンバー２１の壁部分２５の回転の末端に当接するように適
合する。
【００６９】
　第２のヒンジメンバー２２は、第１のヒンジメンバー２１のノッチ２７、２８と協働す
るように適合する突起４５を含む。突起４５は、それとの協働のために、ノッチ２７及び
２８の形状及びサイズと同様に成形され、及び大きさが決定される。示した実施形態にお
いて、突起４５は、舌部４６の末端にて、又はその周辺で、上部及び下部の係止部材間に
位置する舌部４６の内側に位置する。
【００７０】
［ヒンジメンバーの動作］
　以上で記述した実施形態において示した第１の及び第２のヒンジメンバーを連結するた
めに、第２のヒンジメンバーの上部及び下部の係止部材を、それぞれ旋回軸シャフト２３
の上方及び下方に伸長している部分と係合接触させる。旋回軸シャフトのノッチ、例えば
ノッチ２６は、係止部材４１の末端の一部を受領するように位置する。係止部材が、旋回
軸シャフト２３の周辺で完全に係合するように、第２のヒンジメンバーを、例えば第１の
ヒンジメンバーの方向で、第２のヒンジメンバーの中間区画に力を印加することによって
、変形させるか、又は使用の間、正常方向を越えて湾曲させる。変形は結果として、第２
のヒンジメンバーの一部が、ヒンジアセンブリが閉じ、眼鏡テンプルアームが、眼鏡フレ
ームに対して当接する時に、通常方向を越える方向に押し進められることとなる。これは
、旋回軸シャフト２３とノッチ２６に対する係止部材４１と直線区画４３の角度を変える
効果を持つ。角度におけるこの変化は、旋回軸シャフト２３が、直線区画４３と平行にス
ライドし、係止部材４１と完全に協働することを許容する。第２のヒンジメンバーが、こ
のように変形した時にのみ、変形が、ノッチ２３のおかげで、旋回軸シャフト２３の最も
狭い幅に相当する方向を直線区画４３と平行に並べるので、係止部材４１の末端と直線区
画４３との間に旋回軸シャフト２３を適合可能である。
【００７１】
　いったん係合したならば、第１の及び第２のヒンジメンバーは、例えば以上で記述した
回転リミッターと、フレームに対して当接しているテンプルアームによって定義された、
開放及び閉鎖制限間で、互いに対して自由に回転し得る。
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【００７２】
　開放ポジションにおいて、突起４５が、ノッチ２７と協働し、開放ポジションへ眼鏡を
偏向させることを助ける。同様に、閉鎖ポジションにおいて、突起４５は、閉鎖ポジショ
ンに眼鏡を維持するために、ノッチ２８と協働する。これらの特徴はしばしば、テンプル
アームが、眼鏡周辺でフラッピングすることを防止し、眼鏡の丈夫さの感覚を与えるため
に望ましい。
【００７３】
［変動パラメータ］
　必要であろうように、種々のパラメータにおける変化が、第１の及び第２のヒンジメン
バーのより簡単な、又はより難しい係合／脱離を許容することが理解されるであろう。例
えば、係止部材４１の程度が、係止部材が旋回軸シャフトと係合、及び、脱離することが
可能な容易さに影響を与える。
【００７４】
　さらに、第２のヒンジメンバーの縦軸に対する、直線区画４３の角度が、係止部材４１
と係合するために、旋回軸シャフト４３が、直線区画４３と平行にスライドしなければな
らないので、第１のヒンジメンバーが、第２のヒンジメンバーに連結可能である角度を決
定する。第２のヒンジメンバーの縦軸に対する直線区画４３のより大きな角度が、第２の
ヒンジメンバーのより大きな変形が、ヒンジメンバーの係合／脱離のために必要であり、
したがって連結をより強固にし、連結又は分離がより難しくなることを意味する。
【００７５】
　同様に、旋回軸シャフト２３のノッチ２６の位置がまた、ヒンジメンバーを連結するた
め、及び脱離させるための難しさの程度を決定する。図５は、本発明の実施形態にしたが
った第１のヒンジメンバー５０の１つの末端の平面図である。ノッチ５６が、図３で示し
た第１のヒンジメンバー２１上のノッチ２６の位置と比較した時に、第１のヒンジメンバ
ー５０の旋回軸シャフトのさらに周辺に位置する（図５は、図３にて示したものに対して
、他の眼鏡フレームの末端を図解しており、したがって、構成要素は反転される）。すな
わち、ノッチ５６の末端に連結している線と、第１のヒンジメンバー５０の直線エッジ５
１に平行な線の間の角度は、ヒンジメンバー２１に対する等価角度よりも小さい。
【００７６】
　上記したように、第１のヒンジメンバー２１は２つのノッチ２７、２８を含み、第２の
ヒンジメンバー４１は突起４５を含む。これらは、相当な大きさ及び形状であり、テンプ
ルアームが、完全な開放又は閉鎖ポジションに偏向するような位置で、第１のヒンジメン
バーと第２のヒンジメンバーを偏向するために協働する。ノッチ２７、２８及び／又は突
起４５の位置は、テンプルアームの所望の完全な開放／閉鎖ポジションに依存して変わっ
て良い。ノッチのサイズ及び形状が、偏向の程度と、テンプルアームを、完全な開放又は
閉鎖ポジションから移動させるために必要な力の量を決定し、必要に応じて変更可能であ
ることも理解されるであろう。
【００７７】
　他の実施形態において、第１のヒンジメンバーは、突起を含んで良く、第２のヒンジメ
ンバーは、記述したように、テンプルアームの位置を偏向するためにノッチを含んで良い
。当業者は、本発明が、第１の及び第２のヒンジメンバーの構成要素を取り替える変化を
包含していることを理解するであろう。
【００７８】
［上部及び下部フレーム部分］
　図１に関連して議論したように、好ましい実施形態において、眼鏡アセンブリのフレー
ムは、上部及び下部フレーム部分を含む。そのような実施形態は、本明細書で、本発明の
１つの実施形態にしたがった、フレーム６０の組立分解等角図である、図６に関連して、
より詳細に記述される。
【００７９】
　フレーム６０は、脱離可能に接続可能な上部フレーム部分６１と下部フレーム部分６２
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を含む。例えば、フレーム部分は、相当するメス部分６４と協働しているオス部分６３の
手段によって脱離可能に連結可能である。他の実施形態において、当業者に理解されるよ
うな、上部及び下部フレーム部分を脱離可能に連結する他の方法が提供される。
【００８０】
　フレーム６０は、図６にて示した実施形態において、上方及び下方伸長部分を含む、旋
回軸シャフト６５を含む。旋回軸シャフト６５は好ましくは、製造の簡便さと強度のため
に、上部フレーム部分６１との単一構造物である。下部フレーム部分のリム６８中の穴６
７を通して位置する場合に、本質的に上方伸長部分がリム６６から伸長するのと同一の量
、リム６８から伸長する長さの、下方伸長部分で、上方及び下方伸長部分は、リム６６の
外に伸長する。上部及び下部フレーム部が連結する場合、リム６６と６８は、そろったエ
ッジにて、隣接して配置される。
【００８１】
　フレームが上部及び下部を含む実施形態は、以上で記述した実施形態に限定されないこ
とが理解されるであろう。幾つかの実施形態において、旋回軸シャフトを含むのが下部フ
レーム部分であり、上部フレーム部分は、旋回軸シャフトを受領するための穴を持つリム
部分を含む。また他の実施形態において、上部及び下部フレーム部分が、それぞれ旋回軸
シャフトの上方及び下方に伸長している部分を含む。
【００８２】
　旋回軸シャフトを受領するフレーム部分のリム中の穴を通した旋回軸シャフトの摩擦適
合が、上部及び下部フレーム部分の連結を確保するために加わるので、上部又は下部フレ
ーム部分のいずれかが、旋回軸シャフトを含む実施形態が一般的に好まれる。
【００８３】
　さらに、上及び下フレーム部が、眼鏡のスタイルを変更可能であるように、異なる色又
は形状の同様の部分と交換可能である眼鏡に関して使用する時に、上部フレーム部分がよ
りしばしば変更されることが見込まれるので、上部フレーム部分が旋回軸シャフトを含む
図６にて示した実施形態がさらなる利点を提供する。したがって、最も摩耗しにくい構成
要素を含む下部フレーム部分を持つことが好都合である。オスメンバーと旋回軸シャフト
が、使用を通して不格好になりやすいので、そしておそらくボキッと折れることに対して
弱いので、これらは上部フレーム部分中に含まれることが好ましい。
【００８４】
［本発明の他の実施形態］
　図７～図１０は、本発明のさらなる実施形態にしたがった眼鏡ヒンジアセンブリの部分
を図示している。ヒンジアセンブリの働きに関した部分のみが図中に示されている。部分
は、眼鏡構成要素と連結されて良く、又は統合して形成されて良いことが理解されるであ
ろう。図７～図１０にて示した実施形態は、示した構成要素を形成するために、金属物質
の利用にとりわけ適合する。眼鏡の製造にて使用される金属及び金属合金は一般に、プラ
スチック物質よりも変形が少なく、図１～図６で示した本発明の実施形態に関連して議論
されたものと比較した構成要素中、幾つかの差違が有益でありうる。
【００８５】
　図７は、本発明の実施形態にしたがった、眼鏡ヒンジアセンブリ７０の部分の等角図で
ある。ヒンジアセンブリ７０は、第１のヒンジメンバー７１と第２のヒンジメンバー７２
を含み、上部７３と下部７４で分離可能である。図８～図１０は、それぞれ第１のヒンジ
メンバー７１、第２のヒンジメンバー７２の上部７３及び第２のヒンジメンバー７２の下
部７４の等角図である。
【００８６】
　好ましい実施形態において、第１のヒンジメンバー７１は、眼鏡テンプルアームの一部
として包含され、第２のヒンジメンバー７２は、眼鏡フレームの部分として包含されるが
、他の実施形態では、反対の場合でありうる。
【００８７】
　図７～図１０にて示した本発明の実施形態の多くの特徴が、先に議論した本発明の実施
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形態のものと同様である。そのような特徴は再び議論はしない。
【００８８】
　図９で明確に示すように、第２のヒンジメンバー７２の上部分７３には、旋回軸シャフ
トの下部が、第２のヒンジメンバー７２の下部分７４の穴１０１を通して通過し、その下
に伸長するように適合するように、リム９２のレベルの上下で伸長する旋回軸シャフト９
１を含む。旋回軸シャフト９１は、第１のヒンジメンバー７１の係止末端７５が、所定の
角度にて、シャフトと枢軸上係合となることを許容する、トランケートされた側９３を持
つ。先に議論したように、眼鏡構成要素の寸法は、第１のヒンジメンバー７１が所定の角
度を得るために変形させる必要があるように、決定される。
【００８９】
　プラスチック物質と比べて、金属物質の変形が欠如することによって、金属物質を使用
する時に、トランケートされた旋回軸シャフト９１が、先に記述された実施形態のノッチ
つき旋回軸シャフトよりも好ましいという発見が導かれてきた。
【００９０】
　図９で示すように、上部分７３は、上部分７３の底面から下方に伸長し、上部分及び下
部分を一緒に連結するために、下部分７４中、相応に成型された穴１０２と嵌合するため
に適合する、オスメンバー９４を含んで良い。
【００９１】
　本発明の実施形態は、テンプルアームが、閉鎖ポジションにある時に、「正常」方向を
越えて、変形し、湾曲し、又は移動する時に、眼鏡フレームから取り外し可能であるよう
に以上で記述してきた。以上で議論したヒンジアセンブリの原理が、テンプルアームが、
開放ポジションにある時に、「正常」方向を越えて、変形し、湾曲し、又は移動する時に
、眼鏡フレームから取り外し可能であるヒンジアセンブリの他の実施形態に適用可能であ
ることが当業者によって理解されるであろう。
【００９２】
［発明の利点］
　本発明の実施形態は、先行技術に対して１つ以上の利点を提供し、それには、
　テンプルアームが、通常使用の間に分離となることはほとんどないが、必要な時に脱離
することが簡単な方法で、眼鏡フレームに脱離可能に連結する、
　迅速かつ簡単な様式で、上及び下フレーム部を含む、テンプルアーム及び／又は眼鏡フ
レームの部分を分離することが、眼鏡のスタイル、形状又は色を、装着者の要求をみたす
ために変更可能であることを意味する、
　テンプルアームが、その部分に対してほとんど摩耗が発生しない方法で、眼鏡フレーム
に脱離可能に連結する、
　眼鏡フレームが、摩耗に対して最も弱い構成要素が、交換を通して摩耗にさらされるこ
とがほとんどない部分上で提供されるように、テンプルアームに、しっかりと、しかし脱
離可能に連結した上及び下フレーム部を含んで良い、
　テンプルアームが、２つの所定のポジション（開放及び閉鎖ポジション）の１つに向か
って偏向するか、又はそのままである傾向にある。このことにより、眼鏡が「ゆるい」テ
ンプルアームを持つことが防止され、テンプルアームの移動に対する一般的に望ましい感
覚を作り出す、
ことが含まれて良い。
【００９３】
　文脈が他に明確に要求しない限り、記述及び請求項のいたるところで、語句「含む（ｃ
ｏｍｐｒｉｓｅ）」、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」などは、除外又は網羅的意味と
反対の、含有的意味にて構築されるべきであり、すなわち、「含むが、それらに限定はさ
れ得ない」の意味である。
【００９４】
　以上及び以下で引用されるすべての明細書、特許及び発行物のすべての開示物が、もし
あるとすれば、参考文献によって本明細書に組み込まれている。
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【００９５】
　本明細書中の任意の先行技術に対する参照は、先行技術が、世界中の任意の国で、試み
の領域での、共通で一般的な知識の一部を形成するという知識、又は任意の形態の提案で
はなく、そうとられるべきではない。
【００９６】
　本発明はまた、２つ又はそれ以上の部分、要素又は特徴の任意の、又はすべての組み合
わせにて、個々に又は集合として、本明細書を参照し、又は本明細書内で示唆された、部
分、要素及び特徴に存すると広くいわれて良い。
【００９７】
　以上の記述参照は、その公知の均等物を持つ完全体又は構成要素に対して行われてきて
おり、それらの完全体は、あたかも個々に説明するように、本明細書に組み込まれている
。
【００９８】
　本明細書にて記述された好ましい実施形態に対する種々の変化及び改変が、当業者に理
解されるであろうことに留意すべきである。そのような変化及び改変は、本発明の意図及
び範囲を逸脱しないで、またその付随する利益を減少させることなく、実施されて良い。
したがって、そのような変化及び改変が、本発明内に含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００９９】
　１０　眼鏡アセンブリ
　１１　フレーム
　１２　テンプルアーム
　１３　テンプルアーム
　１４　ヒンジ連結部
　１５　ヒンジ連結部
【図１】 【図２】



(16) JP 6071896 B2 2017.2.1

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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